
第３条 消費生活センターは、次に掲げる事業を行う。 

(１) 消費生活相談に関すること。 

(２) 消費生活情報の収集及び提供に関すること。 

(３) 消費生活の啓発及び消費者教育に関すること。 

(４) 消費者団体の消費生活活動の促進及び援助に関すること。 

(５) 消費生活センターの施設使用に関すること。 

(６) 前各号に定めるもののほか、市長が必要があると認めた事業 

                            

 

清瀬市消費生活センターの事業について 

 

 

 

 

 

（１）消費生活相談 

（２）消費生活情報の収集及び提供 

（３）消費生活の啓発及び消費者教育 

（４）消費者団体の消費生活活動の促進及び援助 

（５）施設の貸出 

 

※ 「清瀬市消費生活センター条例」より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年度 第 2回 

清瀬市消費生活センター運営委員会 

資料 1 

消費生活センターで行う事業 



 

（１）消費生活相談 
市民と事業者の間での契約トラブルについて、市民からの相談を受け、民法や特定商取引法など関係例規に則り、支払

金の還付や契約解除などといった被害救済を主に行うほか、製品事故に関わる相談などにも応じている。 

 

相談日時 ：月曜日から金曜日の午前１０時から１２時と午後１時から４時 

職員体制 ：相談員３名（週４日勤務）、常時２名以上での体制を整備 

受付方法 ：来所または電話 

 

 

《参考》 

事業の実施状況：令和 4年度 年間 659件 月平均 55件 

令和 3年度 年間 722件 月平均 60件 

令和 2年度 年間 820件 月平均 68件 

 

年代別の相談件数 
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令和 4年４月 1 日現在の人口比（％） 
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各事業の実施状況 

相談窓口パンフレット 



講座の様子 

（２）消費生活情報の収集及び提供 
 

 
 
日常生活を送るなかで知っておきたい事や備えておきたい事、消費者問題などをテーマに、

講師を招いて講座を実施。 年 7回程度開催。 
 

《参考》令和 4年度実施状況 

開催月日     テ  ー   マ 講   師 会場       参加者 
(人)  

6 月 14日 上手な医者のかかり方 
健康医療情報支援センター 
代表 羽田 由利子 

消
費
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活
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20 

6 月 28日 急な病気やケガで迷ったら 19 

7 月 13日 入院になったら 信愛報恩会 
理事長 桑名 斉 
連携推進室長 野上 智絵 

19 

7 月 30日 最後まで自分らしく生きるために 16 

1 月 17日 「空き家」放置の問題点と解決方法 司法書士 
松村 友子 

7 

2 月 14日 「墓じまい」の種類と流れ 
司法書士 
大澤 英人 

15 

3 月 8 日 生活空間を快適に確保する方法 
しあわせ住空間セラピスト 
古堅 純子 

16 

 

 

 
 
生活用品の再活用情報の提供として、市報とホームページにて依頼内容を掲載。 

希望があった際は、当事者間で連絡を取り、直接受け渡しをしてもらう。 

 

《参考》令和 4年度実績： さしあげます（応募 24件、成立 10件） ゆずってください（応募 7件、成立 1件） 

 

 

 
市報掲載記事（令和 5 年 3月 15 日号） 

消費生活講座（終活、身近な情報など） 

リサイクル情報の提供（さしあげます・ゆずってください） 



（３）消費生活の啓発及び消費者教育 
 

 

契約トラブルの防止や地球温暖化、ＳＤＧｓなど消費者問題への啓発や課題意識

の醸成をテーマに、講師を招いて講座を実施。年 4回程度開催。 
 

《参考》令和 4年度実施状況 

開催月日 テ  ー   マ 講   師 会場 参加者 

8 月 9 日 身近な素材で草木染体験（親子講座） 染織工房いっぽ 
主宰 安井 尚美 

消
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11 

8 月 30日 身近な素材で草木染体験（一般講座） 8 

9 月 14日 人と地球にやさしいエシカル消費 
消費者教育支援センター 
主任研究員 小林 知子 3 

12月 7日 アロマハンドクリーム作り 
NARDJAPAN 
アロマアドバイザー 
原 なつき 

10 

 

 

 

自治会などからの依頼により、消費生活相談員が現地へ赴

き消費者トラブル防止のための講座を実施。 

生涯学習スポーツ課が窓口の「きよせ出前講座」から申込。 

 

《参考》 

令和 4年度実績：竹丘団地内自治会の依頼にて 1回実施。 

       テーマ「騙されない！消費者被害の防ぎ方」 

 

 

 

 

 

消費生活講座チラシ 

消費生活講座（消費者トラブル防止、環境問題、製品の安全性など） 

出前講座 

出前講座で使用した資料 きよせ出前講座のメニュー 



 

 

社会福祉協議会など関係機関が実施する講習会や体験会など

の一部として、消費生活相談員が消費者トラブル防止などにつ

いての講義を行う。 

また、地域包括支援センターの協力により「高齢者ふれあいネ

ットワーク事業」として「高齢者見守り講座」を開催。 
 
《参考》 

令和 4年度実績 

主宰者 催事名 実施日 

社会福祉協議会 
シニアのための 
ネットショッピング体験会 

6月 24日 
 28日 

地域包括支援センターとの共催 高齢者ふれあいネットワーク事業 10月 13日 

社会福祉協議会 市民後見人養成講座 10月 31日 

 

 

 
 

消費生活相談事例集  

相談窓口へ実際に寄せられた内容に基づいた事例の紹介と、

防止策や対処法などのアドバイスを掲載。 

毎年度 3月に発行、部数 300部。 

 

 

 

 

 

 

 

ちえのわ 

消費生活センターが行う事業の周知や、特集記事を掲載して

いる広報誌。年 4回、3月・6月・9月・12月に発行。毎号 2,000

部、9月のみ 36,000部を高齢者特集号として市内全戸配布。 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談員の講師派遣 

刊行物の発行 

ネットショッピング体験会のチラシ 



 

 

 

市報の毎月 1 日号に、相談事例と対処法などのアドバイス

を掲載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者の消費者被害防止を目的として、自動通話録音機能の付い

た電話などを購入した際の購入費を対象に補助金を交付。 

 

【対象者】 

市内在住の 65歳以上の方、または同居の方。 

 

【補助額】 

機器購入費の 4分の 3 

（上限 1 万円） 

【予算額】 

100万円（令和 5年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動通話録音機能付電話機等購入費補助金 「消費生活相談の現場から」市報掲載 

市報 令和 5 年 4月 1日号 掲載記事 対象電話機の機能説明 



（４）消費者団体の消費生活活動の促進及び援助 
 

 

消費者問題について市民に向けた啓発を広く行うため、登録消

費者団体連絡会との共催で、市民向けの講演会や活動の成果発

表、パネル展示などを行う。毎年度、時節に合わせて設けたテー

マに沿った講演や展示を実施。 
 

《参考》令和 4年度開催状況 

実施日：令和 4年 10月 28日（金）10時～16時 

29日（土）10時～15時 30分 

テーマ：「物価と暮らし」 

参加人数：延べ 150人 
 
 

 
 
消費生活展のテーマに沿った内容

の寄稿文と共に、各登録団体の活動

紹介と消費生活センターの紹介を

掲載した小冊子を消費生活展の実

施時期に合わせて発行。 

 

 

 

 

登録消費者団体が活動を行う場として、専用の会議室を無償

で提供している。 

令和 6年度からは、アミュー５階の(現)講座室４をグループ

活動室として使用する予定。 

《参考》令和 4年度利用状況 

利用件数：175件 

利用人数：1,349人 

稼働率 ：28.8％ 

（５）施設の貸出 
 

 

消費生活センター内の会議室、集会室、テスト兼調理室を一般貸出しているが、消費生活センターの移転に伴い、令和 6年度か

らは一般貸出施設を所管しなくなるため実施予定なし。 

消費生活展の開催 

「くらしのハンドブック」の発行 グループ活動室の利用提供 

会議室等の貸出 

令和 4年度消費生活展チラシ 会場内の様子 



 

 

 

 

 

 

 

事   業 
実 施 時 期 

備   考 
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

消費生活相談             平日 10時～12時、13時～16時実施 

消費生活講座             6・7・8月は月に 2回開催予定 年間 11回程度 

リサイクル情報の提供             毎月 15日号市報に掲載 

出前講座             自治会などの依頼により随時実施 

相談員講師派遣             関係機関の依頼による実施あり 

「消費生活相談事例集」発行              

「ちえのわ」発行             9月は高齢者特集号として市内全戸配布 

「消費生活相談の現場から」掲載             毎月 1日号市報に掲載 

自動通話録音機能付電話 補助金             受付期間 4月 1日～1月 31日 

消費生活展開催             従前は市民まつりと同日に開催 

くらしのハンドブック発行             消費生活展開催前に発行 

グループ活動室利用提供             火～日曜：9時～22時 月曜：9時～17時 

令和 6年度 事業スケジュール（案） 

 


